
新 潟 県 柏 崎 市 特 別 支 援 学 校 児 童 生 徒 就 学 費 補 助 金 交 付 要 綱  

 

制 定  平 成  ９ 年 ５ 月  ６ 日  

改 正  平 成 １ ６ 年 ６ 月 ２ ２ 日  

平 成 １ ９ 年 ３ 月 ２ ９ 日  

平 成 １ ９ 年 ６ 月 ２ ９ 日  

平 成 ２ ４ 年 ３ 月 ２ ７ 日  

平 成 ２ ９ 年 ３ 月 ２ ８ 日  

平 成 ３ １ 年 ２ 月 １ ９ 日  

令 和 ４ 年 ３ 月 ２ ９ 日  

 （ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 特 別 支 援 学 校 へ の 就 学 の 特 殊 事 情 に 鑑 み 、 こ れ

ら の 学 校 へ 就 学 す る 児 童 生 徒 の 保 護 者 等 に 対 し 、 就 学 費 の 一 部 に つ

い て 補 助 を 行 い 、 も っ て 就 学 上 の 経 済 的 負 担 の 軽 減 を 図 る こ と を 目

的 と す る 。  

第 ２ 条  補 助 金 の 交 付 に つ い て は 、新 潟 県 柏 崎 市 補 助 金 等 交 付 規 則（ 昭

和 ５ ０ 年 規 則 第 ２ ９ 号 ） に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 要 綱 に 定 め る と

こ ろ に よ る 。  

 （ 用 語 の 定 義 ）  

第 ３ 条  こ の 要 綱 に お い て 保 護 者 等 と は 、 当 該 児 童 生 徒 の 父 母 若 し く

は 現 に そ の 児 童 生 徒 を 扶 養 し て い る 者 又 は そ の 児 童 生 徒 を い う 。  

 （ 補 助 対 象 者 及 び 補 助 額 ）  

第 ４ 条  補 助 対 象 者 は 、 特 別 支 援 学 校 へ 就 学 す る 幼 稚 部 、 小 学 部 、 中

学 部 及 び 高 等 学 部 （ 専 攻 課 を 除 く 。 ） の 児 童 生 徒 の 保 護 者 等 で 柏 崎

市 に 住 所 を 有 す る 者 と す る 。 た だ し 、 就 学 の た め 柏 崎 市 に 単 身 で 住

所 を 有 す る 児 童 生 徒 は 、 補 助 の 対 象 か ら 除 く も の と す る 。  

２  補 助 す る 額 は 別 表 に 定 め る 額 を 上 限 と し 、 予 算 の 範 囲 内 で 交 付 す

る も の と す る 。 た だ し 、 年 度 の 途 中 で 入 学 す る 等 、 就 学 期 間 が 異 な

る 児 童 生 徒 に あ っ て は 、 月 割 計 算 に よ り 交 付 す る も の と す る 。  

３  前 項 た だ し 書 の 場 合 に お い て は 、 在 籍 日 数 が そ の 月 の 日 数 の 過 半

数 に 満 た な い 月 は 切 り 捨 て 、 算 定 し た 額 に １ 円 未 満 の 端 数 が 生 じ た

と き は 、 切 り 上 げ る も の と す る 。  

 （ 補 助 金 の 交 付 申 請 ）  



第 ５ 条  補 助 金 を 受 け よ う と す る 者 は 、 市 長 が 別 に 指 定 す る 日 ま で に

特 別 支 援 学 校 児 童 生 徒 就 学 費 補 助 金 交 付 申 請 書 （ 第 １ 号 様 式 ） を 市

長 に 提 出 す る も の と す る 。  

 （ そ の 他 の 事 項 ）  

第 ６ 条  こ の 要 綱 の 施 行 に つ い て 必 要 な 事 項 は 、 市 長 が 別 に 定 め る 。  

   附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は 、 平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  

 （ 失 効 ）  

２  こ の 要 綱 は 、令 和 ９ 年 ３ 月 ３ １ 日 限 り 、そ の 効 力 を 失 う 。た だ し 、

補 助 金 の 支 払 に つ い て は 、 令 和 ９ 年 ５ 月 ３ １ 日 ま で の 間 は 、 な お そ

の 効 力 を 有 す る 。  

 

別 表 （ 第 ４ 条 関 係 ）  

就 学 区 分  補 助 額 （ 年 額 ）  

幼 稚 部  ４ ０ ， ０ ０ ０ 円  

小 学 部  ４ ０ ， ０ ０ ０ 円  

中 学 部  ４ ０ ， ０ ０ ０ 円  

高 等 学 部  ２ ５ ， ０ ０ ０ 円  

 

 


